
一
頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六
十
八
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
十
一
条
の

五
の
四
第
三
項
第
二
号
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
及
び
基
準
該
当
通
所
支
援
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

別
表
第
１
の
１
の
イ
中
「9

7
2
単
位
」
を
「9

7
6
単
位

」
に
、
「9

1
3
単
位

」
を
「9

1
7
単
位

」
に
、
「8

5
4
単
位

」
を
「

8
5
8
単
位

」
に
、
「7

9
7
単
位

」
を
「8

0
0
単
位

」
に
、
「7

7
6
単
位

」
を
「7

7
9
単
位

」
に
、
「7

5
6
単
位

」
を
「7

5
9
単
位

」
に
、
「7

3
4
単
位

」
を
「7

3
7
単
位

」
に
改
め
、
同
１
の
ロ
中
「1

,
2
1
5
単
位

」
を
「1

,
2
2
0
単
位

」
に
、
「1

,
0
6
9
単
位

」
を
「1

,
0
7
3
単
位

」
に
、
「9

8
3
単
位

」
を
「9

8
7
単
位

」
に
、
「8

9
6
単
位

」
を
「9

0
0
単
位

」
に
改
め
、
同
１
の
ハ
中

「1
,
1
4
7
単
位

」
を
「1

,
1
5
2
単
位

」
に
、
「8

7
0
単
位

」
を
「8

7
4
単
位

」
に
、
「7

9
5
単
位

」
を
「7

9
8
単
位

」
に
改
め

、
同
１
の
ニ
中
「6

2
2
単
位

」
を
「6

2
0
単
位

」
に
、
「4

5
5
単
位

」
を
「4

5
3
単
位

」
に
、
「3

6
6
単
位

」
を
「3

6
4
単
位

」
に
改
め
、
同
１
の
ホ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ホ
法
第
６
条
の
２
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
重
症
心
身
障
害
児
に
対



二
頁

し
指
定
児
童
発
達
支
援
を
行
う
場
合

⑴
利
用
定
員
が
５
人
の
場
合

1
,
6
0
8
単
位

⑵
利
用
定
員
が
６
人
の
場
合

1
,
3
4
7
単
位

⑶
利
用
定
員
が
７
人
の
場
合

1
,
1
6
0
単
位

⑷
利
用
定
員
が
８
人
の
場
合

1
,
0
2
0
単
位

⑸
利
用
定
員
が
９
人
の
場
合

9
1
1
単
位

⑹
利
用
定
員
が
1
0
人
の
場
合

8
2
4
単
位

⑺
利
用
定
員
が
1
1
人
以
上
の
場
合

6
9
9
単
位

別
表
第
１
の
１
の
注
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
の
２

ニ
に
つ
い
て
は

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県

、

知
事
に
届
け
出
た
指
定
児
童
発
達
支
援
の
単
位
に
お
い
て

指
定
児
童
発
達
支
援
を
行
っ
た
場
合
に

利
、

、

用
定
員
に
応
じ

１
日
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る

。

、

イ
利
用
定
員
が
1
0
人
以
下
の
場
合

1
2
単
位

ロ
利
用
定
員
が
1
1
人
以
上
2
0
人
以
下
の
場
合

８
単
位

ハ
利
用
定
員
が
2
1
人
以
上
の
場
合

６
単
位

別
表
第
１
の
１
の
注
５
中
「2

7
6
単
位

」
を
「2

7
7
単
位

」
に
改
め
、
同
１
の
注
６
の
ホ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



三
頁

ホ
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
法
第
６
条
の
２
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
指
定
児
童
発
達
支
援
を
行
っ
た
場
合

⑴
利
用
定
員
が
５
人
の
場
合

4
1
0
単
位

⑵
利
用
定
員
が
６
人
の
場
合

3
4
2
単
位

⑶
利
用
定
員
が
７
人
の
場
合

2
9
3
単
位

⑷
利
用
定
員
が
８
人
の
場
合

2
5
6
単
位

⑸
利
用
定
員
が
９
人
の
場
合

2
2
8
単
位

⑹
利
用
定
員
が
1
0
人
の
場
合

2
0
5
単
位

⑺
利
用
定
員
が
1
1
人
以
上
の
場
合

1
0
2
単
位

別
表
第
１
の
１
の
注
８
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

８
常
時
見
守
り
が
必
要
な
障
害
児
へ
の
支
援
や
障
害
児
の
保
護
者
に
対
す
る
支
援
方
法
の
指
導
を
行
う
等

支
援
の
強
化
を
図
る
た
め
に

児
童
発
達
支
援
給
付
費
の
算
定
に
必
要
と
な
る
従
業
者
の
員
数
に
加
え

、
、

児
童
指
導
員

保
育
士
若
し
く
は
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
指
導
員

（以
下
こ
の

、

注
８
及
び
第
３
の
１
の
注
８
に
お
い
て

「児
童
指
導
員
等

」と
い
う

。

）又
は
指
導
員

（当
該
別
に
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
指
導
員
を
除
く

。以
下
こ
の
注
８
及
び
第
３
の
１
の
注
８
に
お
い

て
同
じ

。

）を
１
以
上
配
置
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指
定
児
童
発
達
支
援
事



四
頁

業
所

（児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ

ー

を
除
き

イ
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

注
２
の
２
の
加
算
を
算

、
、

定
し
て
い
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
い
て

児
童
指
導
員
等
を
２
以
上
配
置
し
て
い
る
場
合
に

、

限
る

。

）に
お
い
て

指
定
児
童
発
達
支
援
を
行
っ
た
場
合
に

利
用
定
員
に
応
じ

１
日
に
つ
き
次
に

、
、

、

掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る

。た
だ
し

１
の
ホ
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は

算
定
し
な

、
、

い

。

イ
児
童
指
導
員
等
を
配
置
す
る
場
合

⑴
利
用
定
員
が
1
0
人
以
下
の
場
合

1
9
5
単
位

⑵
利
用
定
員
が
1
1
人
以
上
2
0
人
以
下
の
場
合

1
3
0
単
位

⑶
利
用
定
員
が
2
1
人
以
上
の
場
合

7
8
単
位

ロ
指
導
員
を
配
置
す
る
場
合

⑴
利
用
定
員
が
1
0
人
以
下
の
場
合

1
8
3
単
位

⑵
利
用
定
員
が
1
1
人
以
上
2
0
人
以
下
の
場
合

1
2
2
単
位

⑶
利
用
定
員
が
2
1
人
以
上
の
場
合

7
3
単
位

別
表
第
１
の
２
の
注
中
「４

回

」
を
「２

回

」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
の
２

事
業
所
内
相
談
支
援
加
算

3
5
単
位

注
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
等
に
お
い
て

児
童
発
達
支
援
事
業
所
等
従
業
者
が

児
童
発
達
支
援
計
画
に

、
、



五
頁

基
づ
き

あ
ら
か
じ
め
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意
を
得
て

障
害
児
及
び
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
相
談
援

、
、

助
を
行
っ
た
場
合
に

１
月
に
つ
き
１
回
を
限
度
と
し
て

所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。た
だ
し

同
一
日
に

、
、

、

２
の
家
庭
連
携
加
算
又
は
３
の
訪
問
支
援
特
別
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は

算
定
し
な
い

。

、

別
表
第
１
の
４
中
「4

2
単
位

」
を
「3

0
単
位

」
に
、
「5
8
単
位

」
を
「4

0
単
位

」
に
改
め
、
同
４
の
注
１
及
び
注
２

中
「平

成
2
7
年
３
月
3
1
日

」
を
「平

成
3
0
年
３
月
3
1
日

」
に
改
め
、
同
１
の
６
中
「1

0
単
位

」
を
「1

5
単
位

」
に
、
「

６
単
位

」
を
「1

0
単
位

」
に
改
め
、
同
６
の
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅲ
)

６
単
位

別
表
第
１
の
６
の
注
１
中
「又

は
介
護
福
祉
士

」
を
「

介
護
福
祉
士
又
は
精
神
保
健
福
祉
士

」
に
、
「1

0
0
分
の
2

、

5

」
を
「1

0
0
分
の
3
5

」
に
改
め
、
同
６
の
注
２
中
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
「福

祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅰ
)

」
の

下
に
「又

は
ロ
の
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅱ
)

」
を
加
え
、
同
６
の
注
２
を
注
３
と
し
、
同
６
の
注
１
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

２
ロ
に
つ
い
て
は

指
定
通
所
基
準
第
５
条
又
は
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
置
く
べ
き
児
童
指
導
員
又
は
指
導

、

員
と
し
て
常
勤
で
配
置
さ
れ
て
い
る
従
業
者
の
う
ち

社
会
福
祉
士

介
護
福
祉
士
又
は
精
神
保
健
福
祉
士

、
、

で
あ
る
も
の
の
割
合
が
1
0
0
分
の
2
5
以
上
で
あ
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指
定
児
童
発
達
支

援
事
業
所
に
お
い
て

指
定
児
童
発
達
支
援
を
行
っ
た
場
合
に

１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

、
、

た
だ
し

こ
の
場
合
に
お
い
て

イ
の
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅰ
)
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は

算
定
し

、
、

、



六
頁

な
い

。

別
表
第
１
の

及
び

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

11

12

1
1
送
迎
加
算

イ
障
害
児

（重
症
心
身
障
害
児
を
除
く

。

）に
対
し
て
行
う
場
合

5
4
単
位

ロ
重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
て
行
う
場
合

3
7
単
位

注
１

イ
に
つ
い
て
は

障
害
児

（重
症
心
身
障
害
児
を
除
く

。

）に
対
し
て

そ
の
居
宅
等
と
指
定
児
童
発

、
、

達
支
援
事
業
所
等
と
の
間
の
送
迎
を
行
っ
た
場
合
に

片
道
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。た
だ
し

、

１
の
イ
又
は
ロ
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は

算
定
し
な
い

。

、
、

２
ロ
に
つ
い
て
は

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事

、

に
届
け
出
た
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
い
て

重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
て

そ
の
居
宅
等
と
指

、
、

定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
と
の
間
の
送
迎
を
行
っ
た
場
合
に

片
道
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

、

1
2
延
長
支
援
加
算

イ
障
害
児

（重
症
心
身
障
害
児
を
除
く

。

）の
場
合

⑴
延
長
時
間
１
時
間
未
満
の
場
合

6
1
単
位

⑵
延
長
時
間
１
時
間
以
上
２
時
間
未
満
の
場
合

9
2
単
位

⑶
延
長
時
間
２
時
間
以
上
の
場
合

1
2
3
単
位



七
頁

ロ
重
症
心
身
障
害
児
の
場
合

⑴
延
長
時
間
１
時
間
未
満
の
場
合

1
2
8
単
位

⑵
延
長
時
間
１
時
間
以
上
２
時
間
未
満
の
場
合

1
9
2
単
位

⑶
延
長
時
間
２
時
間
以
上
の
場
合

2
5
6
単
位

注
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指
定
児

童
発
達
支
援
事
業
所
等
に
お
い
て

障
害
児
に
対
し
て

児
童
発
達
支
援
計
画
に
基
づ
き
指
定
児
童
発
達
支

、
、

援
等
を
行
っ
た
場
合
に

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
等
を
受
け
た
障
害
児
に
対
し

障
害
児
の
障
害
種
別
に

、
、

応
じ

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
等
を
行
う
の
に
要
す
る
標
準
的
な
延
長
時
間
で
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

、

別
表
第
１
の

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

12

1
2
の
２

関
係
機
関
連
携
加
算

イ
関
係
機
関
連
携
加
算
(Ⅰ
)

2
0
0
単
位

ロ
関
係
機
関
連
携
加
算
(Ⅱ
)

2
0
0
単
位

注
１

イ
に
つ
い
て
は

障
害
児
が
通
う
保
育
所
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
る
た
め

あ
ら
か
じ
め
通

、
、

所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意
を
得
て

当
該
障
害
児
に
係
る
児
童
発
達
支
援
計
画
に
関
す
る
会
議
を
開
催

、

し
保
育
所
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
及
び
相
談
援
助
を
行
っ
た
場
合
に

１
回
を
限
度
と
し
て

、
、

所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

、



八
頁

２
ロ
に
つ
い
て
は

障
害
児
が
就
学
予
定
の
小
学
校
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
又
は
就
職
予
定

、

の
企
業
若
し
く
は
官
公
庁
等

（以
下

「小
学
校
等

」と
い
う

。

）と
の
連
携
を
図
る
た
め

あ
ら
か
じ
め

、

通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意
を
得
て

小
学
校
等
と
の
連
絡
調
整
及
び
相
談
援
助
を
行
っ
た
場
合
に

、
、

１
回
を
限
度
と
し
て

所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

、

別
表
第
１
の

の
注
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

13

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ
)
１
か
ら
1
2
の
２
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
5
6
に

相
当
す
る
単
位
数

ロ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ
)
１
か
ら
1
2
の
２
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
3
1
に

相
当
す
る
単
位
数

ハ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅲ
)
ロ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
分
の
9
0
に
相
当
す
る
単
位
数

別
表
第
１
の

の
注
の
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

13

ニ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅳ
)
ロ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
分
の
8
0
に
相
当
す
る
単
位
数

別
表
第
１
の

の
注
中
「1

2

」
を
「1

2
の
２

」
に
改
め
る
。

14

別
表
第
２
の
１
中
「3

3
2
単
位

」
を
「3

3
3
単
位

」
に
、
「4

4
3
単
位

」
を
「4

4
5
単
位

」
に
改
め
、
同
２
の
２
の
注
中

「４
回

」
を
「２

回

」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
の
２

事
業
所
内
相
談
支
援
加
算

3
5
単
位



九
頁

注
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
お
い
て

医
療
型
児
童
発
達
支
援
事

、

業
所
等
従
業
者
が

医
療
型
児
童
発
達
支
援
計
画
に
基
づ
き

あ
ら
か
じ
め
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意
を

、
、

得
て

障
害
児
及
び
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
相
談
援
助
を
行
っ
た
場
合
に

１
月
に
つ
き
１
回
を
限
度
と
し
て

、
、

所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。た
だ
し

同
一
日
に
２
の
家
庭
連
携
加
算
又
は
３
の
訪
問
支
援
特
別
加
算
を
算

、
、

定
し
て
い
る
場
合
は

算
定
し
な
い

。

、

別
表
第
２
の
４
中
「4

2
単
位

」
を
「3

0
単
位

」
に
、
「5

8
単
位

」
を
「4

0
単
位

」
に
改
め
、
同
４
の
注
１
及
び
注
２

中
「平

成
2
7
年
３
月
3
1
日

」
を
「平

成
3
0
年
３
月
3
1
日

」
に
改
め
、
同
２
の
６
中
「1

0
単
位

」
を
「1

5
単
位

」
に
、
「

６
単
位

」
を
「1

0
単
位

」
に
改
め
、
同
６
の
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅲ
)

６
単
位

別
表
第
２
の
６
の
注
１
中
「除
く

。

」
の
下
に
「以

下
注
２
に
お
い
て
同
じ

。

」
を
加
え
、
「又

は
介
護
福
祉
士

」

を
「

介
護
福
祉
士
又
は
精
神
保
健
福
祉
士

」
に
、
「1

0
0
分
の
2
5

」
を
「1

0
0
分
の
3
5

」
に
改
め
、
同
６
の
注
２
中
「

、

ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
「福

祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅰ
)

」
の
下
に
「又

は
ロ
の
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅱ
)

」
を
加
え
、
同
注
２
を
同
６
の
注
３
と
し
、
同
６
の
注
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
ロ
に
つ
い
て
は

指
定
通
所
基
準
第
5
6
条
の
規
定
に
よ
り
置
く
べ
き
児
童
指
導
員
と
し
て
常
勤
で
配
置

、

さ
れ
て
い
る
従
業
者
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
の
職
員
の
う
ち

社
会
福
祉
士

介
護
福
祉
士
又
は

、
、

精
神
保
健
福
祉
士
で
あ
る
も
の
の
割
合
が
1
0
0
分
の
2
5
以
上
で
あ
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出



一
〇
頁

た
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
お
い
て

指
定
医
療
型
児
童
発

、

達
支
援
を
行
っ
た
場
合
に

１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。た
だ
し

こ
の
場
合
に
お
い
て

、
、

、

イ
の
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅰ
)
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は

算
定
し
な
い

。

、

別
表
第
２
の
８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８
の
２

送
迎
加
算

3
7
単
位

注
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指
定
医
療

型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
お
い
て

重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
て

そ
の
居

、
、

宅
等
と
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
と
の
間
の
送
迎
を
行
っ
た
場
合
に

片
道
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

、

８
の
３

保
育
職
員
加
配
加
算

5
0
単
位

注
保
育
機
能
の
充
実
を
図
る
た
め

医
療
型
児
童
発
達
支
援
給
付
費
の
算
定
に
必
要
と
な
る
従
業
者
の
員
数
に

、

加
え

児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
を
１
以
上
配
置
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
定
員
2
1

、

人
以
上
の
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
い
て

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
を
行
っ
た
場
合
に

、
、

１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

別
表
第
２
の
９
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

９
延
長
支
援
加
算



一
一
頁

イ
肢
体
不
自
由
児
の
場
合

⑴
延
長
時
間
１
時
間
未
満
の
場
合

6
1
単
位

⑵
延
長
時
間
１
時
間
以
上
２
時
間
未
満
の
場
合

9
2
単
位

⑶
延
長
時
間
２
時
間
以
上
の
場
合

1
2
3
単
位

ロ
重
症
心
身
障
害
児
の
場
合

⑴
延
長
時
間
１
時
間
未
満
の
場
合

1
2
8
単
位

⑵
延
長
時
間
１
時
間
以
上
２
時
間
未
満
の
場
合

1
9
2
単
位

⑶
延
長
時
間
２
時
間
以
上
の
場
合

2
5
6
単
位

注
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指
定
医

療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
お
い
て

障
害
児
に
対
し
て

医
療
型
児
童

、
、

発
達
支
援
計
画
に
基
づ
き
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
を
行
っ
た
場
合
に

当
該
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支

、

援
を
受
け
た
障
害
児
に
対
し

障
害
児
の
障
害
種
別
に
応
じ

当
該
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
を
行
う
の

、
、

に
要
す
る
標
準
的
な
延
長
時
間
で
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

別
表
第
２
の
９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９
の
２

関
係
機
関
連
携
加
算

イ
関
係
機
関
連
携
加
算
(Ⅰ
)

2
0
0
単
位



一
二
頁

ロ
関
係
機
関
連
携
加
算
(Ⅱ
)

2
0
0
単
位

注
１

イ
に
つ
い
て
は

障
害
児
が
通
う
保
育
所
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
る
た
め

あ
ら
か
じ
め
通

、
、

所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意
を
得
て

当
該
障
害
児
に
係
る
医
療
型
児
童
発
達
支
援
計
画
に
関
す
る
会
議

、

を
開
催
し

保
育
所
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
及
び
相
談
援
助
を
行
っ
た
場
合
に

１
回
を
限
度

、
、

と
し
て

所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

、

２
ロ
に
つ
い
て
は

小
学
校
等
と
の
連
携
を
図
る
た
め

あ
ら
か
じ
め
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意
を

、
、

得
て

小
学
校
等
と
の
連
絡
調
整
及
び
相
談
援
助
を
行
っ
た
場
合
に

１
回
を
限
度
と
し
て

所
定
単
位

、
、

、

数
を
加
算
す
る

。

別
表
第
２
の

の
注
中
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

10

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ
)
１
か
ら
９
の
２
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
1
0
6

に
相
当
す
る
単
位
数

ロ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ
)
１
か
ら
９
の
２
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
5
9
に

相
当
す
る
単
位
数

ハ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅲ
)
ロ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
分
の
9
0
に
相
当
す
る
単
位
数

別
表
第
２
の

の
注
の
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10

ニ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅳ
)
ロ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
分
の
8
0
に
相
当
す
る
単
位
数



一
三
頁

別
表
第
２
の

の
注
中
「９

」
を
「９

の
２

」
に
改
め
る
。

11

別
表
第
３
の
１
の
イ
中
「4

8
2
単
位

」
を
「4

7
3
単
位

」
に
、
「3

6
2
単
位

」
を
「3

5
5
単
位

」
に
、
「2

8
1
単
位

」
を
「

2
7
6
単
位

」
に
、
「6

2
2
単
位

」
を
「6

1
1
単
位

」
に
、
「4

5
5
単
位

」
を
「4

4
7
単
位

」
に
、
「3

6
6
単
位

」
を
「3

5
9
単
位

」
に
改
め
、
同
１
の
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ
重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ー

ビ
ス
を
行
う
場
合

⑴
授
業
の
終
了
後
に
行
う
場
合

㈠
利
用
定
員
が
５
人
の
場
合

1
,
3
2
9
単
位

㈡
利
用
定
員
が
６
人
の
場
合

1
,
1
1
2
単
位

㈢
利
用
定
員
が
７
人
の
場
合

9
5
8
単
位

㈣
利
用
定
員
が
８
人
の
場
合

8
4
2
単
位

㈤
利
用
定
員
が
９
人
の
場
合

7
5
1
単
位

㈥
利
用
定
員
が
1
0
人
の
場
合

6
7
9
単
位

㈦
利
用
定
員
が
1
1
人
以
上
の
場
合

5
7
7
単
位

⑵
休
業
日
に
行
う
場
合

㈠
利
用
定
員
が
５
人
の
場
合

1
,
6
0
8
単
位

㈡
利
用
定
員
が
６
人
の
場
合

1
,
3
4
7
単
位



一
四
頁

㈢
利
用
定
員
が
７
人
の
場
合

1
,
1
6
0
単
位

㈣
利
用
定
員
が
８
人
の
場
合

1
,
0
2
0
単
位

㈤
利
用
定
員
が
９
人
の
場
合

9
1
1
単
位

㈥
利
用
定
員
が
1
0
人
の
場
合

8
2
4
単
位

㈦
利
用
定
員
が
1
1
人
以
上
の
場
合

6
9
9
単
位

別
表
第
３
の
１
の
注
１
中
「⑴

」
の
下
に
「又
は
ロ
の
⑴

」
を
加
え
、
「
（重

症
心
身
障
害
児
を
除
く

。

）
」
を
削

り
、
同
１
の
注
２
中
「⑵

」
の
下
に
「又
は
ロ
の
⑵

」
を
加
え
、
「
（重

症
心
身
障
害
児
を
除
く

。

）
」
を
削
り
、
同

１
の
注
３
及
び
注
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
イ
の
⑴
に
つ
い
て
は

授
業
終
了
後
に

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の

、
、

と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
の
単
位
に
お
い
て

指
定
放
課
後
等

、

デ
イ
サ

ービ
ス
を
行
っ
た
場
合

利
用
定
員
に
応
じ

１
日
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数

、
、

に
加
算
す
る
。

イ
利
用
定
員
が
1
0
人
以
下
の
場
合

９
単
位

ロ
利
用
定
員
が
1
1
人
以
上
2
0
人
以
下
の
場
合

６
単
位

ハ
利
用
定
員
が
2
1
人
以
上
の
場
合

４
単
位

４
イ
の
⑵
に
つ
い
て
は

休
業
日
に

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し

、
、



一
五
頁

て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
の
単
位
に
お
い
て

指
定
放
課
後
等
デ
イ

、

サ

ービ
ス
を
行
っ
た
場
合

利
用
定
員
に
応
じ

１
日
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加

、
、

算
す
る
。

イ
利
用
定
員
が
1
0
人
以
下
の
場
合

1
2
単
位

ロ
利
用
定
員
が
1
1
人
以
上
2
0
人
以
下
の
場
合

８
単
位

ハ
利
用
定
員
が
2
1
人
以
上
の
場
合

６
単
位

別
表
第
３
の
１
の
注
６
中
「第

6
3
条

」
を
「第

3
7
条

」
に
改
め
、
同
１
の
注
７
中
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合

⑴
利
用
定
員
が
５
人
の
場
合

4
1
0
単
位

⑵
利
用
定
員
が
６
人
の
場
合

3
4
2
単
位

⑶
利
用
定
員
が
７
人
の
場
合

2
9
3
単
位

⑷
利
用
定
員
が
８
人
の
場
合

2
5
6
単
位

⑸
利
用
定
員
が
９
人
の
場
合

2
2
8
単
位

⑹
利
用
定
員
が
1
0
人
の
場
合

2
0
5
単
位

⑺
利
用
定
員
が
1
1
人
以
上
の
場
合

1
0
2
単
位

別
表
第
３
の
１
の
注
８
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



一
六
頁

８
常
時
見
守
り
が
必
要
な
就
学
児
等
へ
の
支
援
や
就
学
児
等
の
保
護
者
に
対
す
る
支
援
方
法
の
指
導
を
行

う
等
支
援
の
強
化
を
図
る
た
め
に

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー

ビ
ス
給
付
費
の
算
定
に
必
要
と
な
る
従
業
者
の

、

員
数
に
加
え

児
童
指
導
員
等
又
は
指
導
員
を
１
以
上
配
置
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届

、

け
出
た
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ー

ビ
ス
事
業
所

（イ
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

注
３
又
は
注
４
の

、

加
算
を
算
定
し
て
い
る
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
事
業
所
に
お
い
て

児
童
指
導
員
等
を
２
以
上
配

、

置
し
て
い
る
場
合
に
限
る

。

）に
お
い
て

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ー

ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
に

利
用
定

、
、

員
に
応
じ

１
日
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る

。た
だ
し

１
の
ロ
を
算
定

、
、

し
て
い
る
場
合
は

算
定
し
な
い

。

、

イ
児
童
指
導
員
等
を
配
置
す
る
場
合

⑴
利
用
定
員
が
1
0
人
以
下
の
場
合

1
9
5
単
位

⑵
利
用
定
員
が
1
1
人
以
上
2
0
人
以
下
の
場
合

1
3
0
単
位

⑶
利
用
定
員
が
2
1
人
以
上
の
場
合

7
8
単
位

ロ
指
導
員
を
配
置
す
る
場
合

⑴
利
用
定
員
が
1
0
人
以
下
の
場
合

1
8
3
単
位

⑵
利
用
定
員
が
1
1
人
以
上
2
0
人
以
下
の
場
合

1
2
2
単
位

⑶
利
用
定
員
が
2
1
人
以
上
の
場
合

7
3
単
位



一
七
頁

別
表
第
３
の
２
の
注
中
「４

回

」
を
「２

回

」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
の
２

事
業
所
内
相
談
支
援
加
算

3
5
単
位

注
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
事
業
所
等
に
お
い
て

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
事
業
所
等
従
業
者
が

、

放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
計
画
に
基
づ
き

あ
ら
か
じ
め
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意
を
得
て

就
学
児

、
、

、

等
及
び
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
相
談
援
助
を
行
っ
た
場
合
に

１
月
に
つ
き
１
回
を
限
度
と
し
て

所
定
単
位

、
、

数
を
加
算
す
る

。た
だ
し

同
一
日
に
２
の
家
庭
連
携
加
算
又
は
３
の
訪
問
支
援
特
別
加
算
を
算
定
し
て
い
る

、

場
合
は

算
定
し
な
い

。

、

別
表
第
３
の
５
中
「1

0
単
位

」
を
「1
5
単
位

」
に
、
「６

単
位

」
を
「1

0
単
位

」
に
改
め
、
同
５
の
ロ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

ハ
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅲ
)

６
単
位

別
表
第
３
の
５
の
注
１
中
「又

は
介
護
福
祉
士

」
を
「

介
護
福
祉
士
又
は
精
神
保
健
福
祉
士

」
に
、
「1

0
0
分
の
2

、

5

」
を
「1

0
0
分
の
3
5

」
に
改
め
、
同
５
の
注
２
中
「ロ
」
を
「ハ

」
に
改
め
、
「福

祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅰ
)

」
の

下
に
「又

は
ロ
の
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅱ
)

」
を
加
え
、
同
注
２
を
同
５
の
注
３
と
し
、
同
５
の
注
１
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

２
ロ
に
つ
い
て
は

指
定
通
所
基
準
第
6
6
条
の
規
定
に
よ
り
置
く
べ
き
指
導
員
と
し
て
常
勤
で
配
置
さ
れ
て

、

い
る
従
業
者
の
う
ち

社
会
福
祉
士

介
護
福
祉
士
又
は
精
神
保
健
福
祉
士
で
あ
る
も
の
の
割
合
が
1
0
0
分
の

、
、



一
八
頁

2
5
以
上
で
あ
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ー

ビ
ス
事
業
所
に
お
い
て

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ー

ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
に

１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。た
だ
し

、
、

、

こ
の
場
合
に
お
い
て

イ
の
福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
(Ⅰ
)
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は

算
定
し
な
い

。

、
、

別
表
第
３
の
９
及
び

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

10

９
送
迎
加
算

イ
障
害
児

（重
症
心
身
障
害
児
を
除
く

。
）に

対
し
て
行
う
場
合

5
4
単
位

ロ
重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
て
行
う
場
合

3
7
単
位

注
１

イ
に
つ
い
て
は

就
学
児
等

（重
症
心
身
障
害
児
を
除
く

。

）に
対
し
て

そ
の
居
宅
等
又
は
当
該
就

、
、

学
児
等
が
通
学
し
て
い
る
学
校
と
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ー

ビ
ス
事
業
所
等
と
の
間
の
送
迎
を
行
っ
た
場

合
に

片
道
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

、

２
ロ
に
つ
い
て
は

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事

、

に
届
け
出
た
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ー

ビ
ス
事
業
所
に
お
い
て

就
学
児
等

（重
症
心
身
障
害
児
に
限
る

、

。
）に

対
し
て

そ
の
居
宅
等
又
は
当
該
就
学
児
等
が
通
学
し
て
い
る
学
校
と
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ー

、

ビ
ス
事
業
所
と
の
間
の
送
迎
を
行
っ
た
場
合
に

片
道
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

、

1
0
延
長
支
援
加
算

イ
障
害
児

（重
症
心
身
障
害
児
を
除
く

。

）の
場
合



一
九
頁

⑴
延
長
時
間
１
時
間
未
満
の
場
合

6
1
単
位

⑵
延
長
時
間
１
時
間
以
上
２
時
間
未
満
の
場
合

9
2
単
位

⑶
延
長
時
間
２
時
間
以
上
の
場
合

1
2
3
単
位

ロ
重
症
心
身
障
害
児
の
場
合

⑴
延
長
時
間
１
時
間
未
満
の
場
合

1
2
8
単
位

⑵
延
長
時
間
１
時
間
以
上
２
時
間
未
満
の
場
合

1
9
2
単
位

⑶
延
長
時
間
２
時
間
以
上
の
場
合

2
5
6
単
位

注
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指
定
放

課
後
等
デ
イ
サ

ー

ビ
ス
事
業
所
等
に
お
い
て

就
学
児
等
に
対
し
て

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー

ビ
ス
計
画
に
基

、
、

づ
き
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ー

ビ
ス
等
を
行
っ
た
場
合
に

当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ー

ビ
ス
等
を
受
け

、

た
就
学
児
等
に
対
し

就
学
児
等
の
障
害
種
別
に
応
じ

当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ー

ビ
ス
等
を
行
う
の

、
、

に
要
す
る
標
準
的
な
延
長
時
間
で
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

別
表
第
３
の

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10

1
0
の
２

関
係
機
関
連
携
加
算

イ
関
係
機
関
連
携
加
算
(Ⅰ
)

2
0
0
単
位

ロ
関
係
機
関
連
携
加
算
(Ⅱ
)

2
0
0
単
位



二
〇
頁

注
１

イ
に
つ
い
て
は

就
学
児
等
が
通
う
小
学
校
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
る
た
め

あ
ら
か
じ
め

、
、

通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意
を
得
て

当
該
就
学
児
等
に
係
る
放
課
後
等
デ
イ
サ

ー

ビ
ス
計
画
に
関
す

、

る
会
議
を
開
催
し

小
学
校
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
及
び
相
談
援
助
を
行
っ
た
場
合
に

１
回

、
、

を
限
度
と
し
て

所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

、

２
ロ
に
つ
い
て
は

就
学
児
等
が
就
職
予
定
の
企
業
又
は
官
公
庁
等
と
の
連
携
を
図
る
た
め

あ
ら
か
じ

、
、

め
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意
を
得
て

就
職
予
定
の
企
業
又
は
官
公
庁
等
と
の
連
絡
調
整
及
び
相
談

、

援
助
を
行
っ
た
場
合
に

１
回
を
限
度
と
し
て

所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

、
、

別
表
第
３
の

の
注
中
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

11

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ
)
１
か
ら
1
0
の
２
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
5
9
に

相
当
す
る
単
位
数

ロ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ
)
１
か
ら
1
0
の
２
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
3
3
に

相
当
す
る
単
位
数

ハ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅲ
)
ロ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
分
の
9
0
に
相
当
す
る
単
位
数

別
表
第
３
の

の
注
の
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

ニ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅳ
)
ロ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
分
の
8
0
に
相
当
す
る
単
位
数

別
表
第
３
の

中
「1

0
ま
で

」
を
「1

0
の
２
ま
で

」
に
改
め
る
。

12



二
一
頁

別
表
第
４
の
１
中
「9

1
2
単
位

」
を
「9

1
6
単
位

」
に
改
め
、
同
１
の
注
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
の
２

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
指

定
保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
所
に
お
い
て

指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
を
行
っ
た
場
合
に

１
日
に
つ
き
3
7

、
、

5
単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

別
表
第
４
の
１
の
注
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
あ
る
保
育
所
等
に

指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
所
の
訪
問
支

、

援
員

（指
定
通
所
基
準
第
7
3
条
に
規
定
す
る
訪
問
支
援
員
を
い
う

）が
指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
を
行
っ

。

た
場
合
に
あ
っ
て
は

１
回
に
つ
き
所
定
単
位
数
の
1
0
0
分
の
1
5
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算

、

す
る
。

別
表
第
４
の
３
の
注
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ
)
１
及
び
２
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
5
8
に
相
当
す
る

単
位
数

ロ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅱ
)
１
及
び
２
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
3
2
に
相
当
す
る

単
位
数

ハ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅲ
)
ロ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
分
の
9
0
に
相
当
す
る
単
位
数

別
表
第
４
の
３
の
注
の
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



二
二
頁

ニ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅳ
)
ロ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
分
の
8
0
に
相
当
す
る
単
位
数


